
■草津市障害者計画（後期計画）の進捗状況

　

　①訪問系、日中活動系サービスの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）３５ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

訪問系サービスの提供(居宅介護、
重度訪問介護、行動援護、同行援
護）

障害福祉課

介護が必要な人に対し、ヘルパーが訪問
し、入浴や排せつ、食事等の日常生活上の
支援を行いました。
・利用者数　居宅介護220人、重度訪問介
護10人、行動援護25人、同行援護18人

短期入所の提供 障害福祉課

介護を行う人の疾病等の理由により短期間
の入所を必要とする人に対し、障害者支援
施設等において必要な介護等の支援を行い
ました。
・利用者数　96人

生活介護・療養介護の提供 障害福祉課

常に介護が必要な人に対し、施設や医療機
関において介護、看護、訓練等を行いまし
た。
・利用者数　生活介護162人、療養介護10
人

自立訓練（機能訓練・生活訓練）
の提供

障害福祉課

自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定の期間において必要な訓練を行い
ました。
・利用者数　自立訓練（機能訓練・生活訓
練）19人

重症心身障害者通所施設の整備促
進および運営の支援

障害福祉課

○重症心身障害者通所施設整備事業
湖南圏域事業。次の施設整備に向け、圏域
のプロジェクト会議において、通所予定人
員の調査を行いました。その結果、平成３1
年度において事業所が不足することが判明
したため、３１年度の開所に向け、整備を
進めていくこととなりました。

○重症心身障害者通所施設運営補助金
医療的なケア等を要する重症心身障害者に
特化した人を受け入れている生活介護事業
所において、障害者総合支援法に定められ
た報酬以上の配慮に伴った費用に対し、湖
南４市で補助を行いました。
・本市利用者　6人（圏域23人）
　

重度障害者個別支援体制強化事業
の実施

障害福祉課

強度行動障害者の通所支援を行う生活介護
事業所へ特別加算費を支給することで、当
該事業所が適正な支援員の配置その他必要
な措置を講じるための支援を行い、強度行
動障害者の処遇改善を図りました。
・対象事業所数　5箇所
・対象者数　10人

湖南福祉圏域のサービス調整会議
において必要な支援策を検討

障害福祉課

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
・進路部会　３回
・進路部会作業部会　２回
・重度障害児者進路先確保検討プロジェク
ト会議　本会議　４回
・行動障害支援ネット　定例会議　４回
・ジョブリンク定例会　２回

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野１：日常生活の基本を守る取り組みの充実

区分 Ｈ２７事業計画

継続

介護が必要な人に対し、ヘルパーが訪問
し、入浴や排せつ、食事等の日常生活上の
支援を行います。
・利用者数　居宅介護250人、重度訪問介
護11人、行動援護25人、同行援護17人

継続

○重症心身障害者通所施設整備事業
平成３１年度の開所に向けて、整備場所の
検討をします。

○重症心身障害者通所施設運営補助金
医療的なケア等を要する重症心身障害者に
特化した人を受け入れている生活介護事業
所において、障害者総合支援法に定められ
た報酬以上の配慮に伴った費用に対し、湖
南４市で補助を行います。
・本市利用者　6人（圏域26人）

継続

強度行動障害者の通所支援を行う生活介護
事業所へ特別加算費を支給することで、当
該事業所が適正な支援員の配置その他必要
な措置を講じるための支援を行い、強度行
動障害者の処遇改善を図ります。なお、事
業の評価を踏まえて今後の事業のあり方に
ついて検討していきます。
・対象事業所数　5箇所
・対象者数　13人

追加

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行います。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
・進路部会　３回
・進路部会作業部会　２回
・重度障害児者進路先確保検討プロジェク
ト会議　本会議　４回
・行動障害支援ネット　定例会議　４回
・ジョブリンク定例会　２回

継続

介護を行う人の疾病等の理由により短期間
の入所を必要とする人に対し、障害者支援
施設等において必要な介護等の支援を行い
ます。
・利用者数　104人

継続

常に介護が必要な人に対し、施設や医療機
関において介護、看護、訓練等を行いま
す。
・利用者数　生活介護172人、療養介護12
人

継続

自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定の期間において必要な訓練を行い
ます。
・利用者数　自立訓練（機能訓練・生活訓
練）19人

資料４

1



　②居住系サービスの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）３６ページ

施設入所支援の提供 障害福祉課

介護が必要な人や通所が困難な人で、生活
介護や自立訓練等のサービスを利用してい
る人に対して、居住の場を提供し、夜間に
おける日常生活上の支援を行いました。
・利用者数　59人

共同生活援助（グループホーム）
の提供

障害福祉課

障害者に対し、地域の共同生活の場で入浴
や排せつ、食事の介護、日常生活上の相談
や援助などを行いました。
・利用者数　75人

重度障害者に対応した共同生活援
助（グループホーム）の整備促進

障害福祉課

湖南福祉圏域のサービス調整会議のプロ
ジェクト会議等において、重度障害者に対
応した共同生活援助（グループホーム）の
整備促進について検討しました。

湖南福祉圏域のサービス調整会議
において必要な支援策を検討（再
掲）

障害福祉課

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
・進路部会　３回
・進路部会作業部会　２回
・重度障害児者進路先確保検討プロジェク
ト会議　本会議　４回
・行動障害支援ネット　定例会議　４回
・ジョブリンク定例会　２回

　③地域生活支援事業の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）３６ページ

移動支援事業の充実 障害福祉課

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行いました。
・実利用者数　145人
・延べ利用時間　13,326時間

日常生活用具給付等事業の充実 障害福祉課

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害
の種類と程度に応じて、各種の日常生活用
具を給付しました。
・延べ給付件数　2,619件

デイサービス（地域活動支援セン
ター）の機能強化

障害福祉課

指定管理先である障害者福祉センターにお
いて在宅の障害者を対象に、自宅等での入
浴が困難な方に入浴サービスを実施すると
ともに、心身機能の維持や社会的孤立感の
解消を図るため、文化的・創作的活動や機
能訓練等を提供しました。
・利用延人数　2,272名

日中一時支援事業の拡充 障害福祉課

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ました。なお、長時間預かりに対応できる
よう、報酬単価の見直しを行うとともに医
療的ケアに対応できる事業所の確保に努
め、2箇所の確保が図れました。
・延べ利用回数　8,111回

　④発達支援センターの取り組みの推進 ※草津市障害者計画（後期計画）３６ページ

加齢や障害程度の進行、ライフス
テージ等を踏まえたチームアプ
ローチによる包括支援と継続的な
フォローアップ

発達支援セン
ター

関係機関と連携しながら、乳幼児期から成
人期までの相談支援に取り組みました。
・年間相談者数　1,021人

追加

湖南地域障害児・者サービス調整会議にお
いて、障害者等への支援の体制の整備を図
るため、湖南福祉圏域内の関係機関が集ま
り、協議や調整を行います。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
・進路部会　３回
・進路部会作業部会　２回
・重度障害児者進路先確保検討プロジェク
ト会議　本会議　４回
・行動障害支援ネット　定例会議　４回
・ジョブリンク定例会　２回

継続

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行います。
・実利用者数　211人
・延べ利用時間　13,340時間

継続

障害者の日常生活の便宜を図るため、障害
の種類と程度に応じて、各種の日常生活用
具を給付します。
・延べ給付件数　2,957件

継続

介護が必要な人や通所が困難な人で、生活
介護や自立訓練等のサービスを利用してい
る人に対して、居住の場を提供し、夜間に
おける日常生活上の支援を行います。
・利用者数　56人

継続

障害者に対し、地域の共同生活の場で入浴
や排せつ、食事の介護、日常生活上の相談
や援助などを行います。
・利用者数　87人

継続

湖南福祉圏域のサービス調整会議や湖南福
祉圏域4市において、重度障害者に対応した
共同生活援助（グループホーム）の整備促
進の方策について検討します。

継続

指定管理先である障害者福祉センターにお
いて在宅の障害者を対象に、自宅等での入
浴が困難な方に入浴サービスを実施すると
ともに、心身機能の維持や社会的孤立感の
解消を図るため、文化的・創作的活動や機
能訓練等を提供します。

拡充

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ます。なお、引き続き医療的ケアに対応で
きる事業所の確保に努めます。
・延べ利用回数　9,862回

継続
関係機関と連携しながら、乳幼児期から成
人期までの相談支援に取り組みます。
・年間相談者数　1,180人
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児童発達支援センター「湖の子
園」の充実

発達支援セン
ター

湖の子園では、子どもの発達課題に応じた
クラス編成を行い、療育の充実を図りまし
た。
・利用者数　52人

５歳児相談の実施
発達支援セン
ター

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援しました。
・年間相談者数　56名

相談支援ファイルによる支援
発達支援セン
ター

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促しました。
・年間配布数　28冊

放課後等デイサービス
発達支援セン
ター

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めました。
・利用者数　114人

　⑤障害福祉サービス等の適正な運営 ※草津市障害者計画（後期計画）３８ページ

障害福祉課

平成25年4月から障害者総合支援法の対象
に難病患者が加わったことから、障害福祉
サービス（訪問系サービスや補装具支給
等）を提供することで、在宅療養生活の支
援を行いました。

健康増進課
難病患者等の健康相談など、必要に応じて
支援を行いました。

新制度への適切な対応 障害福祉課
障害者総合支援法に係る制度の転換に合わ
せてシステム改修を行うなど、適正な運営
を進めました。

認定審査会の機能向上 障害福祉課

平成２６年度より障害認定区分が障害支援
区分に改められたことにより、審査会委員
への制度の説明、研修等を行い適正に審査
できるように努めました。
・審査件数　138件

人材の確保・養成および職業定着
の支援

障害福祉課

精神障害者に対して、社会復帰の促進およ
び社会経済活動への参加を図るため、就労
体験、職場実習、作業訓練等の場を提供し
ました。

自立支援協議会や湖南地域障害
児・者サービス調整会議の開催

障害福祉課

○自立支援協議会
市内に居住する障害児（者）が、住み慣れ
た地域で安心して自立した社会生活を営む
ことができるように関係機関が集まり、課
題の抽出や情報の共有等を行いました。
・開催数　会議　４回、研修会　１回

○湖南地域障害児・者サービス調整会議
障害者等への支援の体制の整備を図るた
め、湖南県域内の関係機関が集まり、協議
や調整を行いました。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
・進路部会　３回
・進路部会作業部会　２回
・重度障害児者進路先確保検討プロジェク
ト会議　本会議　４回
・行動障害支援ネット　定例会議　４回
・ジョブリンク定例会　２回

ケアカンファレンスの定期開催と
情報交流の充実

障害福祉課
個々のケース毎に関係機関とも連携を図り
ながら、情報交流の充実等に努めました。

継続
湖の子園の希望者が増えていることから、
定員を拡大して実施します。
・利用者数　66人

継続

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援します。
・年間相談者数　56名

継続

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促します。

継続

障害者総合支援法の改正やマイナンバー制
度への対応など、制度の転換に合わせてシ
ステム改修を行うなど、適正な運営を進め
ます。

継続
審査会委員への制度の説明、研修等を行い
適正に審査できるように努めます。

継続

精神障害者に対して、社会復帰の促進およ
び社会経済活動への参加を図るため、就労
体験、職場実習、作業訓練等の場を提供し
ます。

追加

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めます。
・利用者数　156人

継続

難病患者等の在宅療養生活の支援

平成25年4月から障害者総合支援法の対象
に難病患者が加わったことから、障害福祉
サービス（訪問系サービスや補装具支給
等）を提供することで、在宅療養生活の支
援を行います。

継続
引き続き、難病患者の健康相談など必要に
応じて支援を行います。

継続

○自立支援協議会
市内に居住する障害児（者）が、住み慣れ
た地域で安心して自立した社会生活を営む
ことができるように関係機関が集まり、課
題の抽出や情報の共有等を行います。
・開催数　会議　４回、研修会　１回

○湖南地域障害児・者サービス調整会議
障害者等への支援の体制の整備を図るた
め、湖南県域内の関係機関が集まり、協議
や調整を行います。
（開催数）
・圏域サービス調整会議　運営会議　４回
　　　　　　　　　　　　全体会議　２回
・進路部会　３回
・進路部会作業部会　２回
・重度障害児者進路先確保検討プロジェク
ト会議　本会議　４回
・行動障害支援ネット　定例会議　４回
・ジョブリンク定例会　２回

継続
個々のケース毎に関係機関とも連携を図り
ながら、情報交流の充実等に努めます。
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障害福祉サービス事業量の計画的
な確保（障害福祉計画の策定）

障害福祉課

平成２７年3月に「第4期草津市障害福祉計
画～数値目標計画～」を策定し、平成29年
度の目標および各年度の障害福祉サービス
等の見込量を定めました。

手帳交付時や障害者福祉センター
における障害福祉サービス等の情
報提供

障害福祉課

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明しました。
障害者福祉センターにおいては有資格の相
談員を中心に福祉サービスの情報提供を行
いました。

　⑥家族等への支援 ※草津市障害者計画（後期計画）３８ページ

障害や介助についての知識や技術
の学習支援

障害福祉課
市職員が講師として障害者やその家族で構
成している団体等の学習会に参加し、支援
を行いました。

家族等ネットワークの育成・支援 障害福祉課

障害者の家族会に対し、団体補助金として
活動費を補助することで、団体の活動を支
援しました。
・補助団体　2箇所

短期入所など介護疲れからのリフ
レッシュ支援

障害福祉課

介護疲れからのリフレッシュ等も含め短期
間の入所を必要とする人に対し、障害者支
援施設等において必要な介護等の支援を行
いました。
・利用者数　96人

ファミリー・サポート・センター
利用助成

子ども子育て推
進室（旧：子育
て支援セン
ター）

障害児が利用する際に、依頼会員への利用
料の助成と、提供会員への報酬の助成を行
い、障害児がおられる家庭の負担の軽減を
図るとともに、地域の子育て支援の充実を
図りました。
・決算額　4,870千円

孤立化防止対策事業 障害福祉課

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、障害者世帯の調査を行
うとともに、支援者間の情報共有や見守
り、訪問活動の促進を図りました。事業の
一部を障害者団体に委託して実施しまし
た。
・実施数　1事業（訪問相談15件、アン
ケート調査96件／177件中、訪問調査53
件/110件中）

　⑦基本的な生活に係る経済的支援 ※草津市障害者計画（後期計画）３８ページ

保険年金課

○障害基礎年金の受給に関する相談を実施
しました。
・窓口相談　延べ８５件
・電話相談　延べ２３件

○障害基礎年金の裁定請求書や、受給者の
現況届、所得状況届等、受給に必要な書類
を受付し、日本年金機構へ進達しました。

障害福祉課

○精神障害者の交通費補助金の支給
障害福祉サービス事業所等に公共交通機関
を利用して通所する際の交通費について一
部補助をすることで、精神障害者の自立、
社会参加および社会復帰を促進しました。

○障害児福祉手当および特別障害者手当の
支給
在宅の重度障害児者に対して手当を支給す
ることで、対象者の福祉の増進を図りまし
た。

継続

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明します。障
害者福祉センターにおいては有資格の相談
員を中心に福祉サービスの情報提供を行い
ます。

継続

市職員や障害者福祉センター相談員が障害
者やその家族で構成している団体等に対
し、福祉制度を含めた障害の知識の学習会
に参加する等の支援を行います。

継続

障害者の家族会に対し、団体補助金として
活動費を補助することで、団体の活動を支
援します。
・補助団体　2箇所

継続

平成２７年3月に策定した「第4期草津市障
害福祉計画～数値目標計画～」の平成29年
度の目標および各年度の障害福祉サービス
等の見込量確保が達成されるよう、調査、
分析および評価を行います。

継続

年金、諸手当給付、交通費助成等

○障害基礎年金の受給に関する相談を実施
するとともに、より効果的な告知方法と適
切な相談に努めます。

○障害基礎年金の裁定請求書や、受給者の
現況届、所得状況届等、受給に必要な書類
を受付し、日本年金機構へ進達します。

継続

○精神障害者の交通費補助金の支給
障害福祉サービス事業所等に公共交通機関
を利用して通所する際の交通費について一
部補助をすることで、精神障害者の自立、
社会参加および社会復帰を促進します。

○障害児福祉手当および特別障害者手当の
支給
在宅の重度障害児者に対して手当を支給す
ることで、対象者の福祉の増進を図りま
す。

継続

介護疲れからのリフレッシュ等も含め短期
間の入所を必要とする人に対し、障害者支
援施設等において必要な介護等の支援を行
います。
・利用者数　104人

追加

障害児が利用する際に、依頼会員への利用
料の助成と、提供会員への報酬の助成を行
い、障害児がおられる家庭の負担の軽減を
図るとともに、地域の子育て支援の充実を
図ります。
・予算額　4,863千円

新規

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、支援者間の情報共有や
見守り、訪問活動の促進を図るとともに、
障害者団体に委託し、障害者世帯の調査や
養護者等のサロンを実施します。
・実施数　1事業
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子ども家庭課

○児童扶養手当の支給
心身におおむね中度以上の障害がある18歳
以上20歳未満までの児童を養育するひとり
親家庭の親等、18歳未満の児童を養育し、
父または母が身体などに重度の障害がある
家庭の親に、児童扶養手当を支給しまし
た。
・手当金額(月額)
　全部支給　41,020円
　一部支給　41,010～9,680円
・受給者数
　６名(H27.3現在)

○特別児童扶養手当の支給
20歳未満の精神または身体に中程度以上の
障害のある児童を養育する人に対して、受
給資格の認定事務を行いました。
・手当金額(月額)
　１級　49,900円
　２級　33,230円
・認定人数
　231名(H27.3現在)

手帳交付時や障害者福祉センター
における障害福祉サービス等の情
報提供（再掲）

障害福祉課

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明しました。
障害者福祉センターにおいては有資格の相
談員を中心に福祉サービスの情報提供を行
いました。

　①疾患の予防と早期発見・早期対応 ※草津市障害者計画（後期計画）４０ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

母子健康手帳発行時、すこやか手
帳交付時などにおける情報提供

健康増進課

○母子健康手帳交付時に、窓口で母親の体
調について確認し、必要時窓口や電話、訪
問等にて個別対応を行いました。
・母子健康手帳交付数　1,387件

○すこやか手帳交付時に、小児救急電話相
談やゆさぶられ症候群等について説明を行
いました。

禁煙・禁酒指導など、出産に臨む
母体の健康づくり支援

健康増進課

母子健康手帳交付時に喫煙・飲酒について
アンケートを実施し、喫煙・飲酒を継続し
ていれば、妊娠期におけるリスクについて
の啓発を実施しました。

母子への健診の実施 健康増進課

○妊婦健康診査
妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽
減を図り、安心して妊娠・出産ができるよ
うに、母子健康手帳交付時に、母子健康手
帳別冊の交付を行いました。
・受診延人数　15,983人

○乳幼児健診
子どもの健全な育成と障害の早期発見のた
め、乳幼児健診（4か月・10か月・1歳6か
月・2歳6か月・3歳6か月健診）を行いま
した。
（健診回数と受診率）
・4か月健診（個別）　　　 　98.5％
・10か月健診（36回）　　　95.8％
・1歳6か月健診（36回）　　96.0％
・2歳6か月健診（24回）　　97.6％
・3歳6か月健診（36回）　　93.1％

年金、諸手当給付、交通費助成等

継続

○児童扶養手当の支給
　心身におおむね中度以上の障害がある18
歳以上20歳未満までの児童を養育するひと
り親家庭の親等、18歳未満の児童を養育
し、父または母が身体などに重度の障害が
ある家庭の親に、児童扶養手当を支給しま
す。
・手当金額(月額)
　全部支給　42,000円
　一部支給　41,990～9,910円

○特別児童扶養手当の支給
20歳未満の精神または身体に中程度以上の
障害のある児童を養育する人に対して、受
給資格の認定事務を行います。
・手当金額(月額)
　１級　51,100円
　２級　34,030円

継続

○母子健康手帳交付時に、母親の体調を確
認し、必要時窓口や電話、訪問等で個別対
応を行います。

○すこやか手帳交付時に、乳幼児の疾患の
早期発見・早期対応ができるよう、小児救
急電話相談やゆさぶられ症候群等の説明を
行います。

継続
母子健康手帳交付時に喫煙・飲酒をしてい
る場合には、そのリスクについての啓発を
行います。

継続

○妊婦健康診査
妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽
減を図り、安心して妊娠・出産ができるよ
うに、母子健康手帳交付時に、母子健康手
帳別冊の交付を行います。

○乳幼児健診
子どもの健全な育成と障害の早期発見のた
め、乳幼児健診（4か月・10か月・1歳6か
月・2歳6か月・3歳6か月健診）を行いま
す。
（健診回数）
・4か月健診（個別）
・10か月健診（36回）
・1歳6か月健診（36回）
・2歳6か月健診（35回）
・3歳6か月健診（36回）

継続

障害者手帳を交付する際に福祉制度をまと
めた冊子を用いながら個々人に合わせて利
用できる福祉制度について説明します。障
害者福祉センターにおいては有資格の相談
員を中心に福祉サービスの情報提供を行い
ます。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野２：健やかに生きるための取り組みの充実

区分 Ｈ２７事業計画
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障害福祉課

草津・栗東・守山・野洲歯科医師会と湖南
地域障害者通所施設歯科保健連絡会事務局
が主体となり、滋賀県歯科衛生士会、草津
市、守山市、栗東市、野洲市、および南部
健康福祉事務所との協働により、障害者に
対して歯科健診・保健指導を行いました。

健康増進課
２施設に歯科保健指導を実施しました。今
回は歯科以外の話も取り入れ、栄養士から
の食育の講話を実施しました。

障害福祉課

障害者手帳の申請について、家族や関係機
関から相談を受けた後、速やかに手続きの
案内を行い、必要な福祉サービス等が遅延
なく受けられるよう支援しました。

発達支援セン
ター

発達に支援が必要な方に対して、早期から
の療育、相談支援に取り組みました。（主
に乳幼児期の早期支援にかかる事業を再
掲）
・湖の子園　52人
・巡回相談　72人
・5歳相談　56人

乳幼児発達相談指導の充実 健康増進課
心理判定員による発達相談を行い、必要時
には関係機関への連携を実施しました。
・延べ相談回数　174回

養育者等に対する相談支援 健康増進課
障害のある養育者に、親子の健康や育児に
関する相談支援を実施しました。

早期発達支援・療育へのつなぎ
発達支援セン
ター

「経過観察グループ」として、乳幼児健診
等で発見された発達支援を必要とする子ど
もと保護者に対して、遊びを通して言葉や
人との関わりについて発達支援を行い、療
育につなげました。
・年間参加人数　70人

　②精神疾患の予防と早期対応 ※草津市障害者計画（後期計画）４０ページ

学校保健、産業保健における連携
の強化

健康増進課

勤務者の自殺予防のため、草津商工会議所
会員に相談窓口リーフレットを配布しまし
た。
また、同会員へ心の健康や自殺予防に関す
る研修会の開催を依頼しました。

高齢期の認知症・うつ病について
の知識普及

長寿いきがい課
（旧：長寿福祉
課）

○認知症関係
・認知症サポーター養成講座の開催（出前
講座）
H２６年　45回　1,327人養成
・認知症ケアシンポジウムの開催　２０３
名参加
・冊子「高齢者をささえるしくみ」で認知
症の理解、相談窓口の紹介

○うつ関係
・「高齢者をささえるしくみ」で高齢期の
うつの特徴等を説明

精神科・心療内科等の気軽な受診
の勧奨

健康増進課

心の健康に関する相談を受け、必要時には
受診勧奨を行いました。
広報くさつ「こんにちは保健師」・特集号
で精神疾患や自殺対策に関連する記事を掲
載するとともに、症状や悩みがある場合の
受診勧奨、相談窓口への相談を促しまし
た。
自殺対策として、相談窓口リーフレットを
作成し、相談窓口の案内とともに、こころ
の健康のチェックリストと必要時専門機関
に相談することを促す内容を掲載しまし
た。

継続
心理判定員による発達相談を行い、必要時
には関係機関への連携を実施します。
・相談状況　随時

継続
障害のある養育者に、親子の健康や育児に
関する相談支援を行います。

継続

「経過観察グループ」として、乳幼児健診
等で発見された発達支援を必要とする子ど
もと保護者に対して、遊びを通して言葉や
人との関わりについて発達支援を行い、療
育につなげていきます。
・年間参加人数　70人

継続

湖南地域障害者通所施設歯科保健
連絡会の活動促進

草津・栗東・守山・野洲歯科医師会と湖南
地域障害者通所施設歯科保健連絡会事務局
が主体となり、滋賀県歯科衛生士会、草津
市、守山市、栗東市、野洲市、および南部
健康福祉事務所との協働により、障害者に
対して歯科健診・保健指導を行います。

継続

２７年度からは、滋賀県、滋賀県歯科医師
会、滋賀県歯科衛生士会において、障害者
（児）歯科保健医療推進事業の実施に沿
い、歯科健診を実施します。
集団歯科保健指導は既存のコラボにこにこ
障害者歯科保健事業として実施していきま
す。

継続

身体障害・知的障害・精神障害・
発達障害等のそれぞれの状況に応
じた早期対応

障害者手帳の申請について、家族や関係機
関から相談を受けた後、速やかに手続きの
案内を行い、必要な福祉サービス等が遅延
なく受けられるよう支援します。

継続

発達に支援が必要な方に対して、早期から
の療育、相談支援に取り組みます。
・湖の子園　60人
・巡回相談　72人
・5歳相談　56人

継続

勤務者の自殺予防のため、草津商工会議所
会員に相談窓口リーフレットの配布しま
す。
また、同会員への心の健康や自殺予防に関
する研修会の開催を依頼します。

継続

○認知症関係
・認知症サポーター養成講座の開催（出前
講座）
金融機関や子ども向けにも啓発をすすめる
・認知症市民講座の開催
・冊子「高齢者をささえるしくみ」で認知
症の理解、相談窓口の紹介

○うつ関係
・「高齢者をささえるしくみ」で高齢期の
うつの特徴等を説明

継続

相談業務を実施します。
広報くさつは、Ｈ２６年度同様に自殺対
策、精神疾患の関連記事掲載予定であり、
受診勧奨の内容をあわせて掲載していきま
す。
相談窓口リーフレット更新予定です。
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携帯電話やインターネット等を活
用した相談対応の検討

健康増進課 対象事業なし。

学校教育課

○滋賀県スクールカウンセラー等活用事業
不登校および集団不適応等の学校生活上の
悩みや不安に対して、スクールカウンセ
ラーによる教育相談を行いました。
・相談件数　785件

教育研究所

○教育相談
不登校および不登校傾向のある幼児児童生
徒やその保護者の悩みや不安に対して電話
で相談を受け、必要に応じて来室相談を行
いました。
・電話相談　168件
・来室相談　765件

○適応指導教室「やまびこ」
心身の不調による不登校及びその傾向があ
り通級可能な市内の小中学生を対象に、小
集団での活動体験を通して協調性や集団で
過ごせる力をつけるため、支援を行いまし
た。
・学校復帰率　13人／22人⇒60％

アルコール依存や薬物乱用の予
防・防止についての学校保健にお
ける取り組みの強化

スポーツ保健課

各小中学校におけるアルコール依存や薬物
乱用の予防・防止に関する教室の実施依頼
を行いました。また、国などが作製する啓
発ポスターの掲示やリーフレットの配布を
行いました。
・小中学校数　19校
・児童・生徒数　10,833人

アルコール依存や薬物乱用の予
防・防止についてのセルフヘルプ
グループへのつなぎ

健康増進課 相談に応じて随時対応しました。

精神障害者のサロン事業の充実 障害福祉課
障害者福祉センターと精神障害者地域生活
支援センター「風」の２箇所にサロン事業
を委託し、実施しました。

　③いのちと健康を守る保健・医療対応等の充実　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４１ページ

湖南広域休日急病診療所 健康増進課

平成２６年４月１３日に滋賀県済生会病院
敷地内に新設。日曜日および祝日の１０時
から２２時まで診療を行いました。（２０
時までを２２時までに延長）
・受診者数　10,617人

かかりつけ医普及促進事業 健康増進課

○お出掛けドクターとお気軽トーク　6回
○お出掛け薬剤師とお気軽トーク　９回
○歯科無料相談（かむカムフェスタ２０１
４）

救急医療情報システム 健康増進課
インターネットでの検索システム「救急医
療ネットしが」維持のための一部負担金を
担いました。

自立支援医療の給付 障害福祉課

心身の障害を除去・軽減するための医療に
ついて、自立支援医療費を支給し、医療費
の自己負担額を一部軽減しました。
・更生医療　1,578人
・育成医療　76人
・精神通院医療　2,459人

特定疾患治療研究事業、小児慢性
特定疾患治療研究事業による医療
費の公費負担（県窓口）

健康増進課
障害福祉課

医療費にかかる相談があった場合は、県窓
口への案内を行いました。

継続 現時点で対象事業なし。

継続

児童生徒への相談・カウンセリン
グなど思春期対応の強化

○滋賀県スクールカウンセラー等活用事業
不登校および集団不適応等の学校生活上の
悩みや不安に対して、スクールカウンセ
ラーによる教育相談を行います。
・相談件数　700件

継続

○教育相談
不登校および不登校傾向のある幼児児童生
徒やその保護者の悩みや不安に対して電話
で相談を受け、必要に応じて来室相談を行
います。
・電話相談　150件
・来室相談　600件

○適応指導教室「やまびこ」
心身の不調による不登校及びその傾向があ
り通級可能な市内の小中学生を対象に、小
集団での活動体験を通して協調性や集団で
過ごせる力をつけるため、支援を行いま
す。
・学校復帰率　60％

継続
診療日数の維持はもちろんのこと、２次小
児救急医療体制の維持と機能分担など診療
体制の充実と安定した運営に努めます。

継続

○お出掛けドクターとお気軽トーク　1３回
○お出掛け薬剤師とお気軽トーク　1３回
○歯科無料相談（かむカムフェスタ２０１
５）

継続
インターネットでの検索システム「救急医
療ネットしが」維持のための一部負担金を
担います。

継続

各小中学校におけるアルコール依存や薬物
乱用の予防・防止に関する教室の実施依頼
を行います。また、国などが作製する啓発
ポスターの掲示やリーフレットなどを活用
し予防啓発に努めます。
・小中学校数　19校
・児童・生徒数　11,032人

継続 相談に応じて随時対応します。

継続
障害者福祉センターと精神障害者地域生活
支援センター「風」の２箇所にサロン事業
を委託し、実施します。

継続
心身の障害を除去・軽減するための医療に
ついて、自立支援医療費を支給し、医療費
の自己負担額を一部軽減します。

継続
医療費にかかる相談があった場合は、県窓
口への案内を行います。
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心身の健康相談・カウンセリン
グ、健（検）診・訪問指導等の実
施

健康増進課

心の健康に関する相談を通年で随時受け、
必要時関係機関と連携を図りながら対応し
ました。
（相談件数）
・訪問　105件（実）　392件（延）
・面接　92件（実）　280件（延）
・電話　606件（延）

カウンセリングは実施していません。

重度心身障害者（児）・老人等福
祉医療費助成制度等の充実

保険年金課

障害者（児）・老人の健康の保持と福祉の
増進を図ることを目的に医療費を助成しま
した。
・助成件数　65,465件
・決算額　399,301千円

　

　　

　①就学前教育保育の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４３ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

保育所（園）・幼稚園における障
害児保育の実施

幼児課

○ともに遊び、生活する場の保障するため
の集団保育が可能な限り幼稚園、保育所で
受け入れました。
○発達支援計画作成による個別の障害や発
達に応じた支援を行いました。
○保護者との支援計画共有のための懇談を
年３回実施しました。

児童発達支援センター「湖の子
園」事業（再掲）

発達支援セン
ター

湖の子園では、子どもの発達課題に応じた
クラス編成を行い、療育の充実を図りまし
た。
・利用者数　52人

子育て支援センターでの取り組み

子ども子育て推
進室（旧：子育
て支援セン
ター）

保育士が就学前の児童がおられる保護者の
相談を行い、適切に関係機関との連携を図
りながら、支援の必要な児童の早期発見に
繋げました。
・決算額　27,480千円

保育所（園）・幼稚園への加配保
育・加配教育

幼児課

就学前の乳幼児に対する保育または教育
上、特別な支援が必要とされる処遇に関し
て「草津市特別支援処遇委員会」から広く
専門的な意見を聞き、支援に必要な加配の
配置の基準を定め、適切な特別支援教育・
保育体制を確保しました。

５歳児相談の実施（再掲）
発達支援セン
ター

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援しました。
・年間相談者数　56名

　②学校教育の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４３ページ

本人・家族への教育相談・就学相
談の充実

学校教育課

○夏6日間、秋1日間、就学にかかわる相談
日を設定し、就学前だけでなく、在籍異動
に伴う情報提供の場として就学相談を行い
ました。
○特別支援学校および市内小中学校での学
校見学などを実施し、就学前に学校の詳細
な情報提供を行いました。

継続

障害者（児）・老人の健康の保持と福祉の
増進を図ることを目的に医療費を助成しま
す。
・助成件数　67,980件
・予算額　405,971千円

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野３：安心してともに育ち学べる保育・教育環境の整備

区分 Ｈ２７事業計画

継続 継続実施します。

継続

就学前の乳幼児に対する保育または教育
上、特別な支援が必要とされる処遇に関し
て「草津市特別支援処遇委員会」から広く
専門的な意見を聞き、支援に必要な加配の
配置の基準を定め、適切な特別支援教育・
保育体制を確保します。
・支援センターとの連携の中で配置基準や
介助度の在り方、様式の検討をします。

継続

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援します。
・年間相談者数　56名

継続

○夏6日間、秋1日の就学相談日を設定する
とともに、就学指導委員会委員を増員する
ことで、より多くの相談に対応できるよう
にします。
○特別支援学校および市内小中学校での学
校見学などを実施し、就学前に学校の詳細
な情報提供を行います。

継続

○集団保育が可能な限り幼稚園・保育所で
受け入れます。
○就学前相談への参加、特別支援学級及び
市内小学校への学校見学をし、学校の詳細
な情報を取得します。
○発達支援計画作成による個別の障害や発
達に応じた支援を行います。
○保護者との支援計画共有のための懇談の
実施します。

継続
湖の子園の希望者が増えていることから、
定員を拡大して実施します。
・利用者数　60人

継続

保育士が就学前の児童がおられる保護者の
相談を行い、適切に関係機関との連携を図
りながら、支援の必要な児童の早期発見に
繋げます。
・予算額　24,494千円
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特別支援学級や特別支援学校にお
ける、発達評価を踏まえた学習プ
ログラムの提供

学校教育課
○個別の指導計画、および個別の支援計画
の作成とその内容に沿った学習プログラム
を展開しました。

発達障害のある子どもへの対応の
強化

学校教育課

○特別支援教育に関わる市独自の支援員を
小学校60名、中学校１２名、合計72名配
置しました。

学校・特別支援学校、福祉施設等
の交流活動の充実

学校教育課

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定しました。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しまし
た。

ことばの教室や通級指導教室 学校教育課

就学前を対象にことばの教室1箇所、小中学
校を対象に通級指導教室5箇所設置し、要望
に応じて通級指導や巡回相談を実施しまし
た。

　③生涯を通じる、一貫した発達・学習支援体制づくり　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４４ページ

個別支援計画による支援
発達支援セン
ター

ライフステージにわたって適切な支援が継
続されるよう個別の支援計画の引継ぎを促
しました。
・就学前⇒小　87件
・　小　⇒中　73件
・　中　⇒高、支援学校　44件

相談支援ファイルによる支援（再
掲）

発達支援セン
ター

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促しました。
・年間配布数　28冊

　④保育士・教職員の資質向上 ※草津市障害者計画（後期計画）４４ページ

特別な支援の必要がある子どもの
保育についての研修の充実

幼児課

○発達支援センター、湖の子園と連携して
発達に関する研修や障害児保育実技研修を
行いました。
○発達支援センター・ことばの教室の指導
員の巡回相談により学級における指導方法
の助言を受け、保育の充実を図りました。

学校教育課

小中学校に関しては特別支援教育部会を年
２回、特別支援教育コーディネーター担当
者会を年３回開催し、情報交流、相談支援
および指導方法の検討を行い、校内での研
修の充実に努めました。

幼児課

発達支援センターと連携して発達研修（年
４回）、障害児保育実技研修(２日間）、障
害児保育検討委員会(年８回）を開催し、障
害理解や支援技術の向上を図りました。

研修等の充実、特別支援教育コー
ディネーターの資質向上

幼児課
発達支援センターと連携して特別支援コー
ディネーター研修を年３回実施しました。

発達支援センターによる、教職員
等へのスーパービジョンの提供

発達支援セン
ター

保幼連携、学校連携で相談支援および指導
方法の検討を行いました。
・保幼連携　延べ642件
・学校連携　延べ208件

継続

就学前児童を対象にことばの教室1箇所、小
中学校児童生徒を対象に通級指導教室5箇所
設置し、要望に応じて通級指導や巡回相談
を実施します。

継続
ライフステージにわたって適切な支援が継
続されるよう個別の支援計画の作成と引き
継ぎを促します。

継続

ライフステージにわたって継続的な支援を
受け、安心して生活を送れるように活用を
促します。

継続
○個別の指導計画、および個別の支援計画
の作成とその内容に沿った学習プログラム
を展開に取り組みます。

継続

○特別支援教育に関わる市独自の支援員を
小学校60名、中学校１２名、合計72名配
置し、よりよい対応になるよう研修会を実
施します。

継続

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定します。
○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しま
す。

継続
特別支援コーディネーター説明会および全
体研修実施します。

継続
依頼や要請に応じて、保幼連携・学校連携
で相談支援および指導方法の検討を行いま
す。

継続

○発達支援センター、湖の子園と連携して
発達に関する研修や障害児保育実技研修を
行います。
○発達支援センター・ことばの教室の指導
員の巡回相談により学級における指導方法
の助言を受け、保育の充実を図ります。
・園、所内ケース検討会議
・園、所外研修への参加

継続

保育士・教職員の資質向上

小中学校に関しては、引き続き特別支援教
育部会、特別支援教育コーディネーター担
当者会を開催し、情報交流、相談支援およ
び指導方法の検討を行い、校内での研修の
充実に努めます。さらに、教員の専門性の
向上を目指し、特別支援学校免許状取得者
の増加を行います。

継続
発達支援センターと連携して発達研修、障
害児保育検討会議を開催し、障害理解や支
援技術の向上を図ります。
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　⑤保育・学習環境の整備 ※草津市障害者計画（後期計画）４４ページ

児童育成クラブにおける障害児受
け入れ体制の強化

子ども子育て推
進室（旧：子育
て支援セン
ター）

児童育成クラブが安全で安心な生活の場と
なるよう関係機関と連携を図りながら、障
害児の保育を行うとともに、指導員の研修
会や交流会を実施し、指導員の専門性の向
上を図りました。
・入所障害児童数　48人（4月１日現在）
・指導員交流会、研修会開催回数　3回

障害福祉課

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ました。なお、長時間預かりに対応できる
よう、報酬単価の見直しを行うとともに医
療的ケアに対応できる事業所の確保に努
め、2箇所の確保が図れました。
・延べ利用回数　8,111回

発達支援セン
ター

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めました。
・年間支給決定者数　135人

教育総務課

○エレベータ設置工事
学校施設のバリアフリー化を図るため、南
笠東小学校にエレベータの設置を行いまし
た。また、翌年度に、草津中学校にエレ
ベータを設置するため、実施設計を実施し
ました。
・南笠東小学校エレベータ棟増築工事
・草津中学校エレベータ棟増築工事実施設
計業務

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、
老朽化したトイレの改修を行いました。ま
た、翌年度のトイレ改修にかかる実施設計
を実施しました。
・玉川小学校トイレ改修工事
・山田小学校大規模改造工事（トイレ改修
含む）
・笠縫小学校体育館大規模改造他工事実施
設計業務（トイレ改修含む）
・新堂中学校大規模改造２期工事実施設計
業務（トイレ改修含む）

幼児課

・実施した耐震補強工事（草津第二保育
所、第三保育所）の中で、対応可能なバリ
アフリー化（段差解消や建具幅拡張、トイ
レ改修など）を行いました。
・インクルーシブ教育の充実

学校・特別支援学校、福祉施設等
の交流活動の充実（再掲）

学校教育課

・草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定しました。
・障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しまし
た。

継続

児童育成クラブが安全で安心な生活の場と
なるよう関係機関と連携を図りながら、障
害児の保育を行うとともに、指導員の研修
会や交流会を実施し、指導員の専門性の向
上を図ります。
・入所障害児童数　49人（４月１日現在）
・指導員交流会、研修会開催回数　4回

拡充

日中一時支援事業や放課後等デイ
サービスなどによる放課後活動の
充実

障害者が自立した日常生活または社会生活
を営むために、障害者の日中における活動
の場を確保し、障害者の家族の就労支援お
よび一時的な休息を図るための支援を行い
ます。なお、引き続き医療的ケアに対応で
きる事業所の確保に努めます。
・延べ利用回数　9,862回

継続

放課後や夏休み等の長期休暇に、集団で過
ごす中で生活能力の向上や社会との交流を
進めるために放課後等デイサービスの推進
に努めます。
・年間支給決定者数　156人

継続

保育・教育施設等のバリアフリー
化と移動の確保

○エレベータ設置工事
学校施設のバリアフリー化を図るため、草
津中学校にエレベータの設置を行います。
本年度ですべての小中学校へのエレベータ
の設置が完了します。
・草津中学校エレベータ棟増築工事

○トイレ改修工事
国の交付金採択の関係で、２７年度の事業
実施ができなくなったため、来年度に実施
できるよう、国や県との調整や働きかけを
行います。

継続

・実施した耐震補強工事の中で、対応可能
なバリアフリー化（段差解消や建具幅拡
張、トイレ改修など）を行います。
・インクルーシブ教育への取り組み

継続

・草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定します。
・障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しま
す。
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　①障害者福祉センター・余暇活動支援センター等の取り組みの推進　　　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４６ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

余暇活動等支援の取り組みの拡充 障害福祉課

障害者福祉センターで教養文化講座、いき
いきふれあい交流サロンを開催し余暇活動
の促進を図りました。また、障害者活動支
援センター（旧余暇活動支援センター）を
運営する団体に対し、補助を行うことで余
暇活動の取組みの支援を行いました。

　②スポーツ、レクリエーション活動への支援 　　　　※草津市障害者計画（後期計画）４６ページ

いきいきふれあい大運動会への参
加支援

障害福祉課

市内の心身障害児者・ボランティアおよび
市民がスポーツを通じて相互の親睦と体力
の維持・増強を図り、地域社会の交流が深
められることを目的に運動会を開催しまし
た。
・参加人数　約570人

障害者団体等によるイベントの開
催支援

障害福祉課
障害者団体等によるスポーツ大会や、講演
会、各種イベントへの支援を行いました。

パラリンピックや、市・県のス
ポーツ大会の振興

スポーツ保健課
障害福祉課

障害者が円滑にスポーツ、レクリエーショ
ン活動に参加できるように・県の実施する
スポーツ大会の参加支援等を行いました。

読書推進事業 図書館

○録音図書・点字図書の貸し出し
・録音図書　2,298冊
・点字図書　       0冊

○視覚障害者や体の不自由な人など来館困
難者への宅配
・視覚障害者　46回
・施設・団体　12回

○移動図書館による福祉施設への巡回貸出
【巡回回数／利用者数／貸出冊数】
・なごみの郷　22回／58人／201冊
・渋川市民センター　23回／98人／
1,269冊

　③参加のバリアの解消 ※草津市障害者計画（後期計画）４６ページ

スポーツ保健課

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めました。
・社会体育施設利用件数　12,394件
・社会体育施設利用者数　434,238人

生涯学習課

平成２７年１月に移管を受けた草津クレア
ホールは、ホール内の車椅子専用席やオス
トメイト対応の多目的トイレなど障害者の
利用に配慮した設備を備えており、その維
持管理に努めました。

継続

障害者福祉センターで教養文化講座、いき
いきふれあい交流サロンを開催し余暇活動
の促進を図りました。また、障害者活動支
援センター（旧余暇活動支援センター）を
運営する団体に対し、補助を行うことで余
暇活動の取組みの支援を行います。

継続

市内の心身障害児者・ボランティアおよび
市民がスポーツを通じて相互の親睦と体力
の維持・増強を図り、地域社会の交流が深
められることを目的に運動会を開催しま
す。
・参加人数　約570人

継続
障害者団体等によるスポーツ大会や、講演
会、各種イベントへの支援を行います。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野４：遊びや文化・スポーツ活動等に参加し親しむ機会づくり

区分 Ｈ２７事業計画

継続
障害者が円滑にスポーツ、レクリエーショ
ン活動に参加できるように国・県の実施す
るスポーツ大会の参加支援等を行います。

追加

○録音図書・点字図書・大活字本(拡大写本
含)の貸し出し。

○視覚障害者や体の不自由な人など来館困
難者への録音図書・点字図書・大活字本(拡
大写本含・)墨字図書の宅配。

○録音図書・点字図書・大活字本(拡大写本
含)の製作
・製作予定　録音図書１０タイトル点字図
書４タイトル拡大写本４タイトル

○「声の広報」において新刊図書紹介と行
事・移動図書館の案内等の内容の「図書館
便り」コーナーを製作
・毎月１回

○老人ホーム・デイケアセンター・共同作
業所への団体貸出

○移動図書館による「なごみの郷」・「渋
川市民センター」等福祉施設への巡回貸出
・各月２回巡回

継続

文化・スポーツ施設、地域施設等
のバリアフリー化の促進と移動の
確保

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めます。

継続
利用者のニーズの把握に努め、施設の改修
計画の検討を行います。
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コミュニケーション支援事業の充
実

障害福祉課

聴覚障害者のコミュニケーション支援を行
うため、手話通訳者および要約筆記者を派
遣しました。
・利用件数　464件

手話奉仕員養成講座等の開催 障害福祉課

障害者が文化・スポーツ活動に参加する際
の合理的な配慮が進むように、ソフト面の
バリア解消への事業として手話奉仕員養成
講座等を開催しました。
・受講者数（修了者数）　36人（27人）

日常生活用具給付等事業の充実
（再掲）

障害福祉課

障害者が文化・スポーツ活動に参加する際
の合理的な配慮が進むように、障害の種類
と程度に応じて、各種の日常生活用具を給
付しました。
・延べ給付件数　2,619件

　

　　

　①就労相談の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

障害者福祉センターの就労相談 障害福祉課
障害者福祉センターにおいて障害者の就労
に関する相談に対応しました。
・相談件数　983件

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

障害をお持ちの方を含め、働く意欲があり
ながら、就労を妨げる様々な要因を抱える
人々（就職困難者等）の支援を図るため、
就労支援相談員による相談事業を実施して
おり、ハローワークなどの関係機関や障害
福祉課等と連携を図りながら、就労支援を
行いました。
・相談者数　20人のうち障害者数　1人
・相談回数　61回

障害福祉課
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークと連携しながら就労に
向けての支援を行いました。

湖南地域障害者働き・暮らし応援
センターの活用促進

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行いました。

継続

聴覚障害者のコミュニケーション支援を行
うため、手話通訳者および要約筆記者を派
遣します。
・利用件数　500件

継続

障害者が文化・スポーツ活動に参加する際
の合理的な配慮が進むように、ソフト面の
バリア解消への事業として手話奉仕員養成
講座等を開催します。
・受講者数（修了見込者数）　40人（40
人）

継続

障害者が文化・スポーツ活動に参加する際
の合理的な配慮が進むように、障害の種類
と程度に応じて、各種の日常生活用具を給
付します。
・延べ給付件数　2,957件

継続

ハローワークを中心とした就労相
談と連携

障害をお持ちの方を含め、働く意欲があり
ながら、就労を妨げる様々な要因を抱える
人々（就職困難者等）の支援を図るため、
就労支援相談員による相談事業を実施して
おり、ハローワークなどの関係機関や障害
福祉課等と連携を図りながら、就労支援に
努めます。

継続
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークと連携しながら就労に
向けての支援を行います。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行います。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野５：社会参加と自己実現のニーズへの対応強化

区分 Ｈ２７事業計画

継続
障害者福祉センターにおいて障害者の就労
に関する相談に対応します。
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　②一般就労の場の確保 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

「なくそう就職差別　企業内公正採用・人
権啓発推進月間」における事業所内公正採
用選考・人権啓発推進班員による事業所訪
問の機会を活用しながら、啓発を行いまし
た。
・訪問事業所数　288事業所

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓しました。

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

「なくそう就職差別　企業内公正採用・人
権啓発推進月間」における事業所内公正採
用選考・人権啓発推進班員による事業所訪
問の機会を活用しながら、啓発を行いまし
た。
・訪問事業所数　288事業所

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓しました。

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

障害をお持ちの方を含め、働く意欲があり
ながら、就労を妨げる様々な要因を抱える
人々（就職困難者等）の支援を図るため、
就労支援相談員による相談事業を実施して
おり、ハローワークなどの関係機関や障害
福祉課等と連携を図りながら、就労支援を
行いました。
・相談者数20人のうち障害者数　1人
・相談回数　61回

障害福祉課
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークとの連携しながら就労
に向けての支援を行いました。

湖南地域障害者働き・暮らし応援
センターの活用促進（再掲）

障害福祉課

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行いました。

　③福祉的就労の場等の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

就労継続支援事業等の支援 障害福祉課

企業等で働くことが困難な人に対し、就労
の機会の提供や生産活動その他の活動の機
会の提供、知識や能力の向上のための訓練
を行いました。
・利用者数　就労継続支援Ａ型22人、就労
継続支援Ｂ型264人

「障害者就労施設等からの物品等
の調達の推進等に関する法律」な
ども踏まえた工賃向上のための支
援

障害福祉課

平成２６年度草津市による障害者就労施設
等からの物品等の調達方針を策定し、障害
者就労施設等の仕事を確保し、経営基盤を
強化する支援を行いました。
・調達実績額／目標額　10, 596千円／
10,546千円

継続

企業等への働きかけによる雇用・
業務の創出・確保

窓口でのチラシ設置及び、草津市企業同和
教育推進協議会の研修会等で企業へ周知に
努めます。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓します。

継続

障害者雇用助成制度や障害者法定
雇用率の周知

窓口でのチラシ設置および草津市企業同和
教育推進協議会の研修会等で企業への周知
に努めます。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、職場開拓員の
企業訪問による障害者雇用の啓発広報や障
害者雇用に対する意向調査を行い、障害者
ニーズの把握とニーズに即した雇用企業を
開拓しました。

継続

企業等で働くことが困難な人に対し、就労
の機会の提供や生産活動その他の活動の機
会の提供、知識や能力の向上のための訓練
を行います。
・利用者数　就労継続支援Ａ型23人、就労
継続支援Ｂ型300人

継続

平成２７年度草津市による障害者就労施設
等からの物品等の調達方針を策定し、障害
者就労施設等の仕事を確保し、経営基盤を
強化する支援を行います。
・調達目標額　10,612千円

継続

ハローワークを中心とした就労相
談と連携（再掲）

障害をお持ちの方を含め、働く意欲があり
ながら、就労を妨げる様々な要因を抱える
人々（就職困難者等）の支援を図るため、
就労支援相談員による相談事業を実施して
おり、ハローワークなどの関係機関や障害
福祉課等と連携を図りながら、就労支援を
行います。

継続
障害福祉課で受けた相談について、必要に
応じてハローワークとの連携しながら就労
に向けての支援を行います。

継続

湖南福祉圏域において、「障害者就業・生
活支援センター」に職場開拓、定着支援を
兼ね備えた「働き・暮らし応援センター」
の運営費補助をすることで、障害者の一般
就労促進を行います。
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　④就労に向けた訓練の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）４９ページ

本人の適性を踏まえた職業訓練・
社会生活訓練の充実

商工観光労政課
（旧：産業労政
課）

障害をお持ちの方を含め、働く意欲があり
ながら、就労を妨げる様々な要因を抱える
人々（就職困難者等）の支援を図るため、
就労支援相談員による相談事業を実施して
おり、湖南地域障害者働き・暮らし応援セ
ンター「りらく」や滋賀障害者職業セン
ターなどの関係機関や障害福祉課等と連携
を図りながら、就労支援を行いました。ま
た、雇用保険を受けられない市民の方が資
格取得を目的とした講座を受講する際に、
その費用の一部を補助する制度も設け、職
業訓練・社会生活訓練の充実を図りまし
た。
・就労相談
相談者数　20人のうち障害者数1人
相談回数　61回
・草津市資格取得教育訓練費補助金
相談者数　15人のうち障害をお持ちの相談
者数　0人

就労移行支援事業所等の支援 障害福祉課

企業等で働くこと（一般就労）を希望する
人に対し、一定の期間における生産活動や
その他の活動の機会の提供、知識や能力の
向上のための訓練を行いました。
・利用者数　就労移行支援36人

障害者福祉センターでの訓練 障害福祉課

喫茶コーナーホップの運営により障害者の
働く体験の場を運営しました。また、市内
の中学校からの依頼に基づき、障害のある
児童の職場体験学習の受入れや、障害者施
設と連携して就労体験や自主製品の販売を
実施しました。

就労アセスメントの実施 障害福祉課

特別支援学校卒業生等が就労系サービスの
進路を目指すにあたって、短期アセスメン
トの実施を促進しました。このアセスメン
トは、本人の希望を考慮しつつ将来的な就
労の可能性も含めた就労面の力を評価する
ものです。
・利用者数　1人

　⑤職場定着への支援 ※草津市障害者計画（後期計画）５０ページ

トライアル雇用、トライワーク、
ジョブコーチの制度活用

障害福祉課

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ました。

就職・離職を繰り返す人への支援
の強化

障害福祉課

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ました。

職場での障害に対する正しい知識
が浸透するような啓発紙の検討

障害福祉課
商工観光労政課

草津市企業同和教育推進協議会発行の啓発
紙に「障害者虐待防止法」に関するページ
を掲載し、企業への啓発を行いました。

　⑥就労支援体制の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５０ページ

湖南地域障害者働き・暮らし応援
センターを核としたネットワーク
の強化

障害福祉課

個々の障害のニーズに対応した長期的な支
援を総合的に行うために、湖南地域障害者
働き・暮らし応援センターを中心とした湖
南地域障害児・者サービス調整会議の専門
部会において、情報共有等をはじめ、各分
野の関係機関との連携を図りました。
・定例会　２回

継続

障害をお持ちの方を含め、働く意欲があり
ながら、就労を妨げる様々な要因を抱える
人々（就職困難者等）の支援を図るため、
就労支援相談員による相談事業を実施して
おり、湖南地域障害者働き・暮らし応援セ
ンター「りらく」や滋賀障害者職業セン
ターなどの関係機関や障害福祉課等と連携
を図りながら、就労支援を行います。ま
た、雇用保険を受けられない市民の方が資
格取得を目的とした講座を受講する際に、
その費用の一部を補助する制度も設け、職
業訓練・社会生活訓練の充実を図り就労支
援に努めます。

継続

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ます。

継続

障害者がその適性に応じて可能な限り雇用
されるように、働き・暮らし応援セン
ター、障害者福祉センターが関係機関と連
携しながら、職場定着への支援に取り組み
ます。

継続
草津市企業同和教育推進協議会発行の啓発
紙等を活用し、企業への啓発を行います。

継続

企業等で働くこと（一般就労）を希望する
人に対し、一定の期間における生産活動や
その他の活動の機会の提供、知識や能力の
向上のための訓練を行います。
・利用者数　就労移行支援48人

継続

喫茶コーナーホップの運営により障害者の
働く体験の場を運営するとともに、障害者
施設と連携して就労体験や自主製品の販売
も実施する等、就労に向けての訓練を支援
します。

新規

特別支援学校卒業生等が就労系サービスの
進路を目指すにあたって、本人の希望を考
慮しつつ将来的な就労の可能性も含めた就
労面の力を評価するため、短期アセスメン
トの実施を促進します。
・利用者数　13人

継続

個々の障害のニーズに対応した長期的な支
援を総合的に行うために、湖南地域障害者
働き・暮らし応援センターを中心とした専
門部会において、情報共有等をはじめ、各
分野の関係機関との連携を図ります。
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草津市精神障害者就業促進事業補
助金や草津市精神障害者支援施設
等通所者交通費補助金による支援

障害福祉課

障害福祉サービス事業所等に通所するため
の実習費や交通費について一部補助をする
ことで、精神障害者の自立、社会参加およ
び社会復帰を促進しました。

　

　　

　①防犯対策、防災・災害時対策の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５１ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

防火点検と防火意識の向上に向け
た訪問指導

危機管理課

草津市消防団（女性消防団員）がひとり暮
らし宅を訪問し、住居の防火点検指導を行
いました。

近所付き合いのある地域づくり
まちづくり協働
課

○コミュニティハウス整備事業費補助金
町内会で所有されている集会所でバリアフ
リー化に係る改修を実施しました。
・件数　　　　 　1件
・決算額　1,000千円

自主防犯、自主防災組織など地域
での取り組みに対する支援

危機管理課

○自主防災組織事業補助金
自助・共助が重要視されてきており、災害
時に自主防災組織が大きな役割を果たすこ
とが考えられるため、自主防災組織の訓練
や備品購入にかかる費用を一部負担しまし
た。
・運営事業補助　19,000円
・防災備品等購入事業補助　事業費の１／
２補助
※補助額に上限あり

障害福祉課
災害時に弱者となる障害者を迅速に支える
ことができるように災害時要援護者登録制
度への登録を推奨しました。

社会福祉課

　民生委員・児童委員や町内会等との連携
および対象者への個別通知によって、制度
内容の周知を行い、登録の推進を図りまし
た。
・登録者数　3,211人

危機管理課

災害時要援護者登録制度の普及啓発につい
ては啓発リーフレットの町内会回覧、全戸
配布の防災ハンドブックに掲載、町内会災
害図上訓練での啓発、未締結町内会との協
定促進を実施しました。

　②孤立化を防ぐ取り組みの推進 ※草津市障害者計画（後期計画）５２ページ

各種相談機関の周知 障害福祉課

市役所窓口において、障害者福祉センター
や発達支援センター等課題に応じて適切な
相談窓口を案内しました。また、障害者福
祉センターの業務についてホームページか
らの情報発信や、情報誌の定期発行を行い
ました。

民生委員・児童委員の周知 社会福祉課

　市ホームページ等で民生委員・児童委員
の制度や活動の内容について周知しまし
た。
・民生委員・児童委員数　243人

◆施策分野６：安心・安全に暮らせる地域づくり

区分 Ｈ２７事業計画

継続

草津市消防団（女性消防団員）がひとり暮
らし宅を訪問し、住居の防火点検指導を行
うことと併せて、交換時期（概ね10年）と
なる住宅用火災警報器の設置など支援要請
に対し対応します。

継続

○コミュニティハウス整備事業費補助金
町内会で所有されている集会所バリアフ
リー化に係る改修を実施します。
・件数　　 　　　1件
・予算額　1,170千円

継続

障害福祉サービス事業所等に通所するため
の実習費や交通費について一部補助をする
ことで、精神障害者の自立、社会参加およ
び社会復帰を促進します。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

継続

市役所窓口において、障害者福祉センター
や発達支援センター等課題に応じて適切な
相談窓口を案内します。また、障害者福祉
センターの業務についてホームページから
の情報発信や、情報誌の定期発行を行いま
す。

継続

　民生委員・児童委員の制度や活動内容に
ついて理解を深めるため、引き続き市ホー
ムページ、広報くさつ等を通じて広く市民
へ周知します。

継続

○自主防災組織事業補助金
自助・共助が重要視されてきており、災害
時に自主防災組織が大きな役割を果たすこ
とが考えられるため、自主防災組織の訓練
や備品購入にかかる費用を一部負担しま
す。
・運営事業補助　19,000円
・防災備品等購入事業補助　事業費の１／
２補助
※補助額に上限あり

継続

災害時要援護者登録制度の登録勧
奨と町内会への情報提供

災害時に弱者となる障害者を迅速に支える
ことができるように災害時要援護者登録制
度への登録を推奨します。

継続

　引き続き、民生委員・児童委員や町内会
等との連携および対象者への個別通知に
よって、制度内容の周知を行い、登録の推
進を図ります。

継続

災害時要援護者登録制度の普及啓発につい
ては啓発リーフレットの町内会回覧、全戸
配布の防災ハンドブックに掲載、町内会災
害図上訓練での啓発、未締結町内会との協
定促進を実施します。
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身体障害者相談員、知的障害者相
談員の周知

障害福祉課
障害のある人や家族、協力者の悩みや相談
に応じるため、窓口に相談員の名簿の書い
たパンフレットを置き、周知しました。

精神障害者相談員の設置の検討 障害福祉課

平成26年度から精神障害者相談員を１名設
置し、精神障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図りました。
・設置数　１名（相談件数　105件）

各種相談機関とサービス提供事業
所等との連携強化

障害福祉課
孤立化防止対策事業について、草津市障害
児（者）自立支援協議会で報告を行い、各
関係機関に周知を図りました。

セーフティーネット（安全網）の
構築に向けた検討

障害福祉課
障害者世帯等が地域で孤立することなく安
心して暮らすことができるよう、訪問によ
るアンケート調査を実施しました。

孤立化防止対策事業（再掲） 障害福祉課

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、障害者世帯の調査を行
うとともに、支援者間の情報共有や見守
り、訪問活動の促進を図りました。事業の
一部を障害者団体に委託して実施しまし
た。
・実施数　１事業（訪問相談15件、アン
ケート調査96件／177件中、訪問調査53
件/110件中）

　③地域福祉活動の推進 ※草津市障害者計画（後期計画）５２ページ

○ボランティアフェスティバル
対象：ボランティアセンター登録ボラン
ティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、
市民へのボランティア活動の啓発として実
施しました。子どもへの福祉啓発として福
祉映画の上映、市民や介護・看護・福祉関
係者を対象に地域医療福祉講演会を行いま
した。
参加者：市内の中学・高校の学生、市内外
の大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また飲
食・物販・啓発ブースには福祉施設、企業
の出店を呼びかけ、１８ヶ所の参加があり
ました。
今年度は、ボランティア連協が主催するボ
ラ連加入グループの交流会を同日に行い、
市民に向けてもボランティア活動の啓発を
行うことで、ボランティア同士の交流だけ
ではなく、広く市民にボラ連の活動を紹介
でき、ボランティアグループに参加された
方もありました。
決算額：６８６千円

継続
障害のある人や家族、協力者の悩みや相談
に応じるため、窓口に相談員の名簿の書い
たパンフレットを置き、周知します。

新規

高齢者と障害者で構成される世帯など、特
に支援が必要と思われる世帯が地域で安心
して暮らせるよう、支援者間の情報共有や
見守り、訪問活動の促進を図るとともに、
障害者団体に委託し、障害者世帯の調査や
養護者等のサロンを実施します。
・実施数　1事業

継続
ボランティア活動の振興・支援と
ネットワーク

社会福祉協議会

○ボランティアフェスティバル
対象：ボランティアセンター登録ボラン
ティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、
市民へのボランティア活動の啓発として実
施します。啓発・飲食・物販ブースを設
け、福祉施設や企業の出店を呼びかけ、両
者のつながりづくりを進めます。ボラン
ティアフェスティバルのボランティア募集
については、市社協広報誌「社協くさつ」
やホームページ、SNS等で周知啓発し、市
内の中学・高校生、市内外の大学生、社会
人に広く呼びかけます。（大学生の募集に
おいては、周辺大学の立命館大学や龍谷大
学のボランティアセンターにも募集依頼を
します。）
予算額：７０１千円

拡充 精神障害者相談員２名の確保に努めます。

継続

孤立化防止対策事業のうち、訪問調査・サ
ロン運営について、草津市障害児（者）自
立支援協議会構成機関に、協力をいただき
実施します。

継続
前年度に実施したアンケートを基に抽出し
た世帯を対象に、支援・見守りを実施しま
す。
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○地域サロン活動者交流会
対象：地域サロンボランティア・地域サロ
ン参加者
頻度：年１回
参加者数：８８人
内容：サロン活動中の思いなどを話し合
い、他のサロンと横のつながりを持ち課題
を共有するワークショップの開催。また、
ウェルカム演奏や「脳を若々しく保つに
は」の講演開催。
決算額：５１千円

ボランティアコーディネーターは、ボラン
ティア連絡協議会が主体的に開催されてい
る研修会や交流会をとおして、草津市内の
ボランティア同士の交流を深め、お互いの
悩みを共有し、つながりをつくることでボ
ランティア活動の意義を再確認し、活動の
活性化を支援しました。
ボランティアフェスティバルでボランティ
ア連絡協議会の紹介コーナーを設けまし
た。
ボランティア連絡協議会に加入したボラン
ティアグループにはボランティア保険の一
部助成を行いました。
ボランティア連絡協議会からの相談に対
し、助言を行いました。

地域ごとの福祉施設等による地域
貢献活動

障害福祉課
福祉センターにおける地域交流事業を始め
とする地域福祉活動を推進しました。

○市ボランティアセンター事業
ボランティアの受給調整をすることで、社
会福祉施設等へのボランティアの紹介や情
報提供をし、実践の場を提供しました。
・登録ボランティア：個人２２人、３０９
団体４，７９３人（Ｈ２７．３月末現在）
・年間受給調整数：７８件（H２７．３月末
現在）

○ボランティア情報紙「よみーな」発行
市ボランティアセンターの啓発、ボラン
ティア活動の支援や情報提供を充実して、
年２回発行しました。活動助成金の案内や
ボランティア募集、社協事業紹介等、内容
の充実を図りました。ボランティアセン
ター登録グループや市内福祉施設、学区社
協、民児協、各関係施設等に配布しまし
た。

継続
ボランティア活動の振興・支援と
ネットワーク

社会福祉協議会
○地域サロン活動者交流会
対象：地域サロンボランティア・地域サロ
ン参加者
頻度：年１回
参加者数：１００人
内容：サロン活動中の思いなどを話し合
い、他のサロンと横のつながりを持ち課題
を共有することで、これからの活動につな
げていただきます。
予算額：６３千円

ボランティアコーディネーターはボラン
ティア連絡協議会が主体的に開催されてい
る研修会や交流会が充実するよう支援しま
す。
市社協が主催、参加するイベントにも参
加、協力を呼びかけ、ボランティア連絡協
議会の紹介、啓発ができる機会を設けま
す。
ボランティア連絡協議会に加入したボラン
ティアグループにはボランティア保険の一
部助成を行います。
ボランティア連絡協議会からの相談に対
し、助言を行います。

継続
福祉センターにおける地域交流事業を始め
とする地域福祉活動を推進します。

継続 ボランティアセンターの活用促進 社会福祉協議会

○市ボランティアセンター事業
ボランティアの受給調整をすることで、社
会福祉施設等へのボランティアの紹介や情
報提供をし、実践の場を提供します。

○ボランティア情報紙「よみーな」発行
今年度のテーマを 「ボランティアさんが得
する情報紙」とし、活動に役立つ情報やコ
ラム等を掲載し、年３回発行します。
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○ボランティアコーディネーターの配置
ボランティアセンターに、社会福祉士資格
をもったボランティアコーデイネーターを
配置することによりセンター機能をさらに
強化しました。
ボランティア紹介、ボランティアグループ
リストの作成を行いました。
ボランティアのきっかけづくりとしてボラ
ンティア入門講座を開催しました。

＜ボランティア入門講座（ボランティアは
じめま専科）＞
・第１回「ボランティア入門基礎講座」
　内容：住民参加「お互いさま」のまちづ
くり
　参加者：２７人
・第２回「ボランティア入門体験Ⅰ」
　内容：①点字体験
　　　　②身近な物で手づくり体験
　参加者：１３人
・第３回「ボランティア入門体験Ⅱ」
　内容：傾聴ボランティア体験
　参加者：１８人
・第４回「ボランティア入門体験Ⅲ」
　内容：ボランティアフェスティバル
　　　　市ボランティア連絡協議会交流会
での体験
　参加者：１０人

○福祉体験教室の実施
オムロンデー、小学校・中学校、学区社協
行事へ出向き、ボランティア相談受付や社
会福祉施設との連携によるボランティア体
験、福祉体験などを通して福祉やボラン
ティアの理解を広げるために実施しまし
た。
１企業、３学区社協、１３幼・小・中学
校、２団体（市子連・学区子ども会）で実
施。

障害者福祉センターにおける地域
福祉活動

障害福祉課

障害者福祉センターが地域交流事業として
地域のまつりに参加、３月１４日にはふく
ふくひろばを開催し、地域交流を促進しま
した。また、地元渋川学区まちづくり協議
会に参加をし、地域福祉活動を推進しまし
た。

　

　　

　①相談支援・ケアマネジメントの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５３ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

障害者福祉センターを核とした機
能の強化

障害福祉課

様々な障害者のニーズに対応するため、障
害者福祉センターや精神障害者地域生活支
援センター「風」で障害者やその関係者か
らの相談に応じ、必要な支援を行うととも
に、障害者の自立と地域生活を支援しまし
た。
・相談件数　39,239件

○ボランティアコーディネーターの配置
ボランティアセンターに、社会福祉士資格
をもったボランティアコーデイネーターを
配置することによりセンター機能を強化し
ます。
ボランティアの受給調整、ボランティアグ
ループリストの作成を行います。

○福祉体験教室の実施
オムロンデー、小学校・中学校、学区社協
行事へ出向き、ボランティア相談受付や社
会福祉施設との連携によるボランティア体
験、福祉体験などを通して福祉やボラン
ティアの理解を広げるために実施します。
オムロン以外の企業にも積極的にアプロー
チし、移動ボランティアセンター開設の機
会の増加を図ります。

継続

障害者福祉センターでのまつり等地域交流
事業や世代間交流事業を実施し、障害者問
題に関する正しい理解と知識を深め、住み
よいまちづくりの推進を図ります。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

継続 ボランティアセンターの活用促進 社会福祉協議会

◆基本的施策１：障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

◆施策分野７：相談支援体制の充実と情報受発信の強化

区分 Ｈ２７事業計画

継続

様々な障害者のニーズに対応するため、市
立障害者福祉センターや精神障害者地域生
活支援センター「風」で障害者やその関係
者からの相談に応じ、必要な支援を行うと
ともに、障害者の自立と地域生活を支援し
ます。
・相談件数　47,194件
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基本相談、地域相談支援の充実 障害福祉課

○基本相談
障害者福祉センターや精神障害者地域生活
支援センター「風」に委託しました。

○地域相談支援
障害者支援施設の入居者、または精神科病
棟に入院中の方を地域生活に移行するため
の支援を行いました。
・利用者数　3人

計画相談支援の実施 障害福祉課

障害福祉サービスおよび地域相談支援を利
用するすべての障害者を対象に、サービス
利用時にサービス等利用計画の策定、サー
ビス等の利用状況の検証と計画の見直し、
その他サービス事業所等との連絡調整を行
いました。
・利用者数　357人

障害児相談支援の実施
発達支援セン
ター

障害児通所支援等の福祉サービスを申請し
た保護者と子どもに対して、障害児支援利
用計画を作成しながら、継続的に利用状況
を把握し、地域生活を支援しました。
・利用者数　76件（セルフプラン含む）

身体障害者相談員、知的障害者相
談員の活用

障害福祉課

身体障害者相談員および知的障害者相談員
を設置し、障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図りました。

精神障害者相談員の設置の検討
（再掲）

障害福祉課

平成26年度から精神障害者相談員を１名設
置し、精神障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図りました。
・設置数　１名（相談件数　105件）

湖南福祉圏域における相談支援事
業の充実

障害福祉課

市立障害者福祉センターや精神障害者地域
生活支援センター「風」に相談業務を委託
し、相談支援の充実に努めました。
・相談件数　39,239件

ピアカウンセリング・ピアサポー
ト（仲間同士の支え合い）の充実

障害福祉課

障害者福祉センターにおいて、発達障害者
を主な対象者として障害者等の自己信頼の
回復と人間関係の再構築を図り、自立生活
をサポートするため、同じ障害のあるカウ
ンセラーがカウンセリングを行いました。
・利用回数　12回

乳幼児発達相談指導の充実 健康増進課
乳幼児健診、経過観察相談、個別発達相談
にて、発達状況の確認や障害の早期発見・
早期療育を推進しました。

本人・家族への教育相談・就学相
談の充実（再掲）

学校教育課

○就学相談事業
就学先や在籍異動で悩んでおられる保護
者・本人に対して、必要な情報を提供する
ための相談を行いました。
・夏季就学相談　6日間
・秋季就学相談　1日間

○就学指導委員
特別支援学校および市内小中学校での学校
見学などを実施し、就学前に学校の詳細な
情報提供を行いました。

５歳児相談の実施（再掲）
発達支援セン
ター

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援しました。
・年間相談者数　56名

　②情報受発信の強化 ※草津市障害者計画（後期計画）５４ページ

手帳交付時等における情報提供 障害福祉課

手帳交付時、窓口において関連する制度に
ついて、更に周知を徹底するとともに改正
された制度についても啓発と理解促進に努
めました。

継続

○基本相談
障害者福祉センターや精神障害者地域生活
支援センター「風」に委託し、実施しま
す。

○地域相談支援
障害者支援施設の入居者、または精神科病
棟に入院中の方を地域生活に移行するため
の支援を行います。
・利用者数　5人

継続

障害福祉サービスおよび地域相談支援を利
用するすべての障害者を対象に、サービス
利用時にサービス等利用計画の策定、サー
ビス等の利用状況の検証と計画の見直し、
その他サービス事業所等との連絡調整を行
います。
・利用者数　829人

追加

障害児通所支援等の福祉サービスを申請し
た保護者と子どもに対して、障害児支援利
用計画を作成しながら、継続的に利用状況
を把握し、地域生活を支援します。
・利用者数　237件（セルフプラン含む）

継続

３障害と発達障害者等を対象として、障害
者等の自己信頼の回復と人間関係の再構築
を図り、自立生活をサポートするため、同
じ疾病や障害がある障害者や家族が日ごろ
の悩み等を話しあえる場としてピアサロン
の設置を検討します。

継続
乳幼児健診、経過観察相談、個別発達相談
にて、発達状況の確認や障害の早期発見・
早期療育を推進します。

継続

○就学相談事業
就学先や在籍異動で悩んでおられる保護
者・本人に対して、必要な情報を提供する
ための相談を行います。
・夏季就学相談　6日間
・秋季就学相談　1日間

○就学指導委員
特別支援学校および市内小中学校での学校
見学などを実施し、就学前に学校の詳細な
情報提供を行います。

継続

身体障害者相談員および知的障害者相談員
を設置し、障害者およびその家族からの相
談に応じ、必要な援助を行うことにより障
害者の福祉の増進を図ります。

拡充 精神障害者相談員２名の確保に努めます。

継続

市立障害者福祉センターや精神障害者地域
生活支援センター「風」に相談業務を委託
し、相談支援の充実に努めます。
・相談件数　47,194件

継続

保育所、幼稚園に在籍する満5歳の子どもの
保護者に対して、相談に応じ、スムーズな
就学への移行を支援します。
・年間相談者数　56名

継続

手帳交付時、窓口において関連する制度に
ついて、更に周知を徹底するとともに改正
された制度についても啓発と理解促進に努
めます。
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広報課

○人にやさしい広報作成事業
視覚障害のある人に市政情報を提供できる
よう、声の広報や点字版広報を作成・配布
しました。

・点字版広報（月１回発行）
　発行部数　月６部
　希望者に配布

・声の広報（月１回発行）
　発行部数　月９部
　希望者に配布するほか、図書館にも設置

障害福祉課

視覚障害者の情報取得を支援するととも
に、障害者の社会参加を促進し、福祉の増
進を図るため、点字新聞による情報取得が
必要な視覚障害者に点字新聞の購読料の一
部を助成しました。
・助成実施人数　2人

広報紙等を通じた知識普及と意識
啓発の充実

障害福祉課
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ました。

身体障害者相談員、知的障害者相
談員の活用（再掲）

障害福祉課
障害者およびその家族からの相談に応じ、
必要な援助を行うことにより障害者の福祉
の増進を図りました。

　

　①障害者の人権や障害に対する教育・啓発活動の充実　　　　※草津市障害者計画（後期計画）５６ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

学校教育等を通じた福祉教育の充
実

学校政策推進課

市内小中学校、各教科、特別活動、総合的
な学習の時間等において、各学年または、
該当学年の発達段階に応じた障害者理解を
深める学習を実施しました。また各校の教
育課程に応じて、車いす体験、アイマスク
体験等、体験的な活動を行いました。
・実施校：小学校13校・中学校6校
                          　（100％実施）

障害のある人の人権擁護のための
セミナーや広報紙による啓発活動
の推進

人権センター

○人権セミナー（第２回）
「いのちを大切に」をテーマに自身の子ど
もを障害を理由にいじめにより亡くされた
事実を講演され、人権について学習を深め
ました。
・開催日時　平成26年7月18日
・参加者　　66名
　
○人権センターだより（№27）の発行
点字ブロックやスロープなどバリアフリー
について掲載し、「障害者の人権」につい
て、市民等に啓発しました。
・発行日　　１月１５日
・部　数　　56,400部
　
○人権啓発パネルの作成
バリアフリーなど「障害者の人権」をテー
マにしたパネル２枚（Ｂ１版）を作成し、
人権啓発の促進を図りました。

○人権啓発図書の購入
・パーソナリティ障害他2冊を購入しまし
た。

継続
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ます。

継続
障害者およびその家族からの相談に応じ、
必要な援助を行うことにより障害者の福祉
の増進を図ります。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策２：障害と障害のある人への理解促進と尊厳の保持

継続

広報紙の点字版、声の広報など

○人にやさしい広報作成事業
視覚障害のある人に市政情報を提供できる
よう、声の広報や点字版広報を作成・配布
します。

・点字版広報（月１回発行）
　発行部数　月６部
　希望者に配布

・声の広報（月１回発行）
　発行部数　月９部
　希望者に配布するほか、図書館にも設置

継続

視覚障害者の情報取得を支援するととも
に、障害者の社会参加を促進し、福祉の増
進を図るため、点字新聞による情報取得が
必要な視覚障害者に点字新聞の購読料の一
部を助成します。

区分 Ｈ２７事業計画

継続

市内全小中学校において、各教科、特別活
動、総合的な学習の時間に、障害者理解を
深まる学習を行います。また各校の教育課
程に応じて、車いす体験、アイマスク体
験、障害者との交流など体験的な活動を実
施します。

継続

○人権セミナー（第９回）
「大人の発達障害の理解と支援について」
をテーマに滋賀県発達障害者支援センター
の相談支援員による講演を行いされ、障害
者の人権について学習を深めます。
・開催日時　平成2７年１１月２０日（予
定）

○人権啓発ＤＶＤの購入
・障害者の人権
「自閉症の人が求める支援」３巻セット等
を購入します。

○人権啓発図書の購入
内容協議のうえ、購入します。
・発達障害の子が働くおとなになる
・ダウン症の歴史
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精神障害者や発達障害、難病、高
次脳機能障害などに関する正確な
知識の普及のための啓発活動や研
修の実施

障害福祉課

精神障害者家族会ひまわりの会に精神障害
についての理解を深めるための講習を委託
し、障害に対する正確な知識の普及に努
め、障害者総合支援法の対象となる難病に
ついてホームページで周知しました。発達
障害や高次脳機能障害については関係施設
のパンフレットを窓口に設置し、周知しま
した。

こころの健康づくりに関する啓発
活動の推進

障害福祉課
健康増進課

県内の精神科病院の所在地等を分かりやす
くまとめた滋賀県精神科診療所マップを窓
口に設置する等、精神障害についての啓発
活動を行いました。

障害者週間などの啓発事業の推進 障害福祉課
広報紙を通じて、障害者週間などの啓発事
業の推進を図りました。

ロゴ・マークの普及や障害福祉の
用語などの理解促進

障害福祉課
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ました。

障害者差別解消法に関する取組み 障害福祉課

　②ふれあい・交流の機会拡充 ※草津市障害者計画（後期計画）５６ページ

障害者福祉センター等でのふれあ
い・交流事業の推進

障害福祉課

障害者福祉センターで教養文化講座を開講
し、障害者の社会参加や地域交流の場を提
供しました。また、いきいきふれあい交流
サロンとして障害者福祉センターを拠点に
障害者と地域とのふれあい、交流の場を提
供しました。

学校・特別支援学校、福祉施設等
の交流活動の充実（再掲）

学校教育課

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定しました。

○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しまし
た。

福祉施設等が主催する地域交流行
事等への支援

障害福祉課
福祉施設等で行われるまつり等地域交流事
業について支援しました。

　③当事者団体活動等の促進 ※草津市障害者計画（後期計画）５６ページ

当事者団体活動等の育成・支援と
ネットワーク

障害福祉課
障害者団体の活動を支援するため活動補助
金を交付しました。
・実施数　9箇所

　④権利擁護システムの充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５７ページ

第三者評価によるサービス等評価
や適切な苦情対応など、事業者に
よるサービスの質の確保・向上に
関する取り組みの促進

障害福祉課
事業者が利用者の人権に配慮し、利用者主
体のサービス提供がなされるよう県ととも
に働きかけました。

成年後見制度の利用促進 障害福祉課

障害等により判断能力が不十分な方に対し
て相談・申立支援を行い、成年後見制度の
利用促進を図りました。
・実利用者数　2人（補助金のみ）

継続

精神障害者家族会ひまわりの会に精神障害
についての理解を深めるための講習を委託
する等、障害に対する正確な知識の普及に
努めます。

継続
窓口等で精神障害について啓発活動を行い
ます。

継続
広報紙を通じて、障害者週間などの啓発事
業の推進を図ります。

継続

○草津養護学校に通う草津市内の児童生徒
と小中学校との交流の場を設定します。

○障害者理解について、各小中学校におい
て、道徳、特別活動、総合的な学習の時間
等を活用しながら、福祉教育を推進しま
す。

継続
福祉施設等で行われるまつり等地域交流事
業について支援します。

継続
障害者団体の活動を支援するため活動補助
金を交付します。
・実施数　9箇所

継続
広報紙を通じて、障害と障害者への理解に
ついての知識普及と意識啓発の充実に努め
ます。

新規

障害者差別解消法についての研修会を開催
するなど、啓発活動を行うとともに、庁内
関係課会議において庁内の取組みを検討し
ます。
・研修会　9月24日開催　169人

継続

障害者福祉センターで教養文化講座を開講
し、障害者の社会参加や地域交流の場を提
供します。また、いきいきふれあい交流サ
ロンとして障害者福祉センターを拠点に障
害者と地域とのふれあい、交流の場を提供
します。

継続
事業者が利用者の人権に配慮し、利用者主
体のサービス提供がなされるよう県ととも
に働きかけます。

継続

障害等により判断能力が不十分な方に対し
て相談・申立支援を行い、成年後見制度の
利用促進を図ります。
・実利用者数　2人（補助金のみ）
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社会福祉協議会による地域福祉権
利擁護事業の活用促進

社会福祉協議会

自立生活支援専門員を３人体制にしまし
た。
市社協広報紙「社協くさつ」にて生活支援
員の募集を行い、相談支援体制の充実を図
り、より一層利用者との関係を深めきめ細
かな支援を実施しました。
地域福祉権利擁護事業の相談にとどまら
ず、幅広い生活問題にも、関係機関と連携
し対応しました。
・生活支援員　20人（男性5人、女性15
人）
・相支援談件数　1,396件

市民後見人の育成に向けた検討 障害福祉課
市民後見人の育成に向けた検討は行いませ
んでした。

　⑤虐待防止対策の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）５７ページ

虐待防止対策支援事業の推進 障害福祉課

障害福祉課内に虐待防止センターを設置
し、虐待の通報や相談に応じました。弁護
士等の専門家に障害者虐待事案への対応方
法について専門的な助言を得ることで支援
体制の専門性の強化を図るとともに、緊急
避難的な措置として、被虐待者を一時的に
保護する居室の確保を行いました。
・新規の通報等受理件数　16件（うち一時
保護　3件）

　

　①当事者の参画による福祉のまちづくりの推進　　　※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

主な事業 担当課 Ｈ２６事業実績

市民・事業者へのユニバーサルデ
ザインの正しい考え方の普及

障害福祉課
広報紙を通じて、障害と障害のある人への
理解についての知識普及に努めました。

交通政策課
「草津市バリアフリー基本構想」の重点整
備地区内での事業整備の進捗管理を行いま
した。

道路課

○市道草津駅下笠線ならびに市道野村平井
中央線の歩道改良工事を実施しました。
・平成２６年度現年分　Ｌ＝３４７ｍ

○ＪＲ草津駅周辺の重点地区内における今
後の事業整備に関する基本設計を行いまし
た。

道路課

○市道草津駅下笠線ならびに市道野村平井
中央線の歩道改良工事を実施しました。
・平成２６年度現年分　Ｌ＝３４７ｍ

○ＪＲ草津駅周辺の重点地区内における今
後の事業整備に関する基本設計を行いまし
た。

交通政策課
「草津市バリアフリー基本構想」の重点整
備地区内での事業整備の進捗管理を行いま
した。

総務課
庁舎の維持管理を行う中で、利用者にとっ
て安全かつ快適な庁舎管理を行いました。

継続

成年後見制度については、湖南圏域でNPO
法人へ委託していることから、市民後見人
の育成についても湖南圏域の状況を見極め
た上で必要であれば検討します。

継続

障害福祉課内に虐待防止センターを設置
し、虐待の通報や相談に応じます。弁護士
等の専門家に障害者虐待事案への対応方法
について専門的な助言を得ることで支援体
制の専門性の強化を図るとともに、緊急避
難的な措置として、被虐待者を一時的に保
護する居室の確保を行います。

◆基本方針：共に生きる社会の推進

◆基本的施策３：福祉のまちづくりの推進

継続

全戸配布する市社協広報誌「社協くさつ」
に、支援を必要としている市民が相談して
みようと思うような事業説明を行います。
また、啓発用のパンフレットやパネルを用
いてクリアな事業啓発に努め、地域の人や
専門職の集まりなどを通じ、周知啓発のた
めの主たるアイテムとして活用します。
また、関係者と密に連携をし、地域福祉権
利擁護事業利用者の生活支援の充実を図り
ます。
また、新規に５名の生活支援員が就任した
こともあり、生活支援員対象の研修の実施
に強化して取り組みます。

継続

官公署・道路・公園・福祉施設の
バリアフリー化

○市道野村平井中央線ならびに市道西渋川
下笠線の歩道改良工事を実施します。
・平成２７年度現年分　Ｌ＝３２０ｍ

継続
「草津市バリアフリー基本構想」の重点地
区内での事業整備の進捗管理を行います。

継続
利用者のニーズに沿った、誰もが利用しや
すい庁舎管理を積極的に行っていきます。

区分 Ｈ２７事業計画

継続
広報紙を通じて、障害と障害のある人への
理解についての知識普及に努めます。

継続

「草津市バリアフリー基本構想」
に基づくまちづくりの推進

「草津市バリアフリー基本構想」の重点地
区内での事業整備の進捗管理を行います。

継続
○市道野村平井中央線ならびに市道西渋川
下笠線の歩道改良工事を実施します。
・平成２７年度現年分　Ｌ＝３２０ｍ
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教育総務課

○エレベータ設置工事
学校施設のバリアフリー化を図るため、南
笠東小学校にエレベータの設置を行いまし
た。また、翌年度に、草津中学校にエレ
ベータを設置するため、実施設計を実施し
ました。
・南笠東小学校エレベータ棟増築工事
・草津中学校エレベータ棟増築工事実施設
計業務

○トイレ改修工事
多目的トイレの設置や便器の洋式化など、
老朽化したトイレの改修を行いました。ま
た、翌年度のトイレ改修にかかる実施設計
を実施しました。
・玉川小学校トイレ改修工事
・山田小学校大規模改造工事（トイレ改修
含む）
・笠縫小学校体育館大規模改造他工事実施
設計業務（トイレ改修含む）
・新堂中学校大規模改造２期工事実施設計
業務（トイレ改修含む）

幼児課

実施した耐震補強工事（草津第二保育所、
第三保育所）の中で、対応可能なバリアフ
リー化（段差解消や建具幅拡張、トイレ改
修など）を行いました。

生涯学習課

平成２７年１月に移管を受けた草津クレア
ホールは、ホール内の車椅子専用席やオス
トメイト対応の多目的トイレなど障害者の
利用に配慮した設備を備えており、その維
持管理に努めました。

スポーツ保健課

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めました。
・社会体育施設利用件数　12,394件
・社会体育施設利用者数　434,238人

　②住宅・住宅まわりのバリアフリー化 ※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

住宅改修に係る相談助言 障害福祉課

障害の状況に応じた住宅のバリアフリー化
の支援として、日常生活用具給付事業や住
宅改修に係る相談助言を窓口で行いまし
た。

住宅改造費助成 障害福祉課

在宅重度心身障害者等の日常生活の便宜を
図るため、その障害者等の住居を改造する
経費を一部補助するものでしたが、平成26
年度は対象となる申請がなかったため利用
実績はありませんでした。

建替時等における市営住宅のバリ
アフリー化

住宅課

○陽ノ丘団地建替え事業
平成２６年１０月に、公営住宅整備基準
（バリアフリー化等）に基づいた高層耐火
住宅（６階建て、３６戸）の建設に着手し
ました。
契約額（平成２６年度から平成２８年度ま
で）
・建築　702,000千円（平成２６年度支払
実績　100,000千円）
・機械　77,166千円（平成２６年度支払
実績　39,520千円）
・電気　73,567千円（平成２６年度支払
実績　29,160千円）
・監理　9,018千円（平成２６年度支払実
績なし）

公営住宅の特定目的入居制度の活
用検討

住宅課
○特定目的住戸入居者募集
・募集住戸　0戸

継続
障害の状況に応じた住宅のバリアフリー化
の支援として、日常生活用具給付事業や住
宅改修に係る相談助言を窓口で行います。

継続

在宅重度心身障害者等の日常生活の便宜を
図るため、その障害者等の住居を改造する
経費の一部補助を行います。
・助成見込人数　3人

継続

○陽ノ丘団地建替え事業
建替工事を継続し、平成２７年度中に新陽
ノ丘団地の竣工予定です。
平成２７年度予算額
・建築　478,303千円
・機械　46,306千円
・電気　46,569千円

継続

保育・教育施設等のバリアフリー
化

○エレベータ設置工事
学校施設のバリアフリー化を図るため、草
津中学校にエレベータの設置を行います。
本年度ですべての小中学校へのエレベータ
の設置が完了します。
・草津中学校エレベータ棟増築工事

○トイレ改修工事
国の交付金採択の関係で、２７年度の事業
実施ができなくなったため、来年度に実施
できるよう、国や県との調整や働きかけを
行います。

継続
実施した耐震補強工事の中で、対応可能な
バリアフリー化（段差解消や建具幅拡張、
トイレ改修など）を行います。

継続

文化・スポーツ施設のバリアフ
リー化

利用者のニーズの把握に努め、施設の改修
計画の検討を行います。

継続

○社会体育施設管理運営事業
誰もが快適に社会体育施設を利用いただけ
るよう、施設に必要な修繕・改修を行い適
正な管理運営に努めます。

継続
○特定目的住戸入居者募集
特定目的住戸に空きが出た場合、修繕を行
い、入居者を募集します。
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　③コミュニケーション支援事業の充実 ※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

手話通訳者、要約筆記者の派遣 障害福祉課

手話通訳者および要約筆記者等を派遣し、
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図りました。
・利用件数　464件

手話通訳者の配置の充実 障害福祉課
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図るため、市の窓口に手話通訳者1名を設置
しました。

手話奉仕員養成講座、レベルアッ
プ学習会の実施

障害福祉課

聴覚障害者との交流活動の促進、日常生活
程度の技術を習得した手話奉仕員を養成す
るため、手話奉仕員養成講座（前期）を開
催しました。レベルアップ学習会について
は2年に1度の開催となるため平成26年は
実施しておりません。
・受講者数（修了者数）　36人（27人）

　④障害のある人の外出・移動の確保 ※草津市障害者計画（後期計画）６０ページ

行動援護、同行援護サービスの提
供

障害福祉課

行動障害や視覚障害のある者の外出を促進
するため、ヘルパーによる外出支援を行い
ました。
・利用者数　行動援護25人、同行援護18
人

移動支援事業の充実（再掲） 障害福祉課

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行いました。
・実利用者数　145人
・延べ利用時間　13,326時間

公共交通機関の利便性向上 交通政策課

まめバスの目標指標を「収支率」から「利
用者数」へと変更するなど持続可能な公共
交通システムの構築を図りました。
・利用者数　103,000人/年

自動車燃料費、福祉タクシー運賃
等助成事業の実施

障害福祉課

重度心身障害（児）者およびねたきり高齢
者等が生活行動範囲を拡大することを目的
とした自動車燃料費や福祉タクシー運賃等
の助成を行うことにより、障害者等の積極
的な社会参加促進を図りました。

福祉有償運送事業の促進 交通政策課
登録希望団体がなかったため、協議会等は
開催しておりません。
・登録済団体数　3団体

社会福祉協議会のボランティア送
迎の促進

社会福祉協議会

家庭の事情や経済・身体状況などにより病
院などの送迎が必要な方に対して福祉車輌
を貸出すことで、安心・安定した生活が送
れるようにボランティア登録していただい
ている送迎ボランティアに依頼し送迎を支
援しました。
・送迎ボランティア数　9人
・送迎対応件数　350回

継続

聴覚障害者との交流活動の促進、日常生活
程度の技術を習得した手話奉仕員を養成す
るための講座を開催します。また、レベル
アップを目的とした学習会を市独自で実施
し、通訳者養成に努めます。
・受講者数（修了見込者数）　40人（40
人）

継続

行動障害や視覚障害のある者の外出を促進
するため、ヘルパーによる外出支援を行い
ます。
・利用者数　行動援護25人、同行援護17
人

継続

屋外での移動に困難がある障害者等の地域
での自立した生活および社会参加を促進す
るため、障害者等が外出するときの移動支
援を行います。
・実利用者数　211人
・延べ利用時間　13,340時間

継続

手話通訳者および要約筆記者等を派遣し、
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図ります。
・利用件数　500件

継続
聴覚障害者のコミュニケーションの確保を
図るため、市の窓口に手話通訳者2名を設置
します。

継続

家庭の事情や経済・身体状況などにより病
院などの送迎が必要な方に対して福祉車輌
を貸出すことで、安心・安定した生活が送
れるようにボランティア登録していただい
ている送迎ボランティアに依頼し送迎を支
援していきます。
平成２７年度については、車両を2台とも車
椅子対応車両に更新することで、障害者が
より利用しやすくします。

継続
利用者数向上に向けた取組みについて検討
し、地域や店舗、バス事業者等と連携しな
がら利用促進施策を展開していきます。

継続

重度心身障害（児）者およびねたきり高齢
者等が生活行動範囲を拡大することを目的
とした自動車燃料費や福祉タクシー運賃等
の助成を行うことにより、障害者等の積極
的な社会参加促進を図ります。

継続
登録希望団体からの申請に基づき、随時協
議会を行っていきます。
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自動車改造費補助等の実施 障害福祉課

○自動車改造費補助金（本人運転）
重度身体障害者が就労等のために自動車を
所有する場合に、その自動車の改造に要す
る経費に対して自動車改造費補助を行う事
業ですが、平成２６年度は実績がありませ
んでした。

○らくらくケアカー改造費補助金（介護者
運転）
重度身体障害者の外出を容易にするため、
自動車の改造を行う必要がある場合に、ら
くらくケアカー改造費補助を行いました。
・補助件数　１件

継続

○自動車改造費補助金（本人運転）
重度身体障害者が就労等のために自動車を
所有する場合に、その自動車の改造に要す
る経費に対して自動車改造費補助を行いま
す。
・補助件数　２件

○らくらくケアカー改造費補助金（介護者
運転）
重度身体障害者の外出を容易にするため、
自動車の改造を行う必要がある場合に、ら
くらくケアカー改造費補助を行います。
・補助件数　５件
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